
※　予備の納入用紙（納入書不要とご連絡頂いた特別徴収義務者用）としてご利用ください。破線で切り取り、金融機関の窓口で納付してください。
※　退職手当等に係る市・県民税の納入の際は、A4両面（短辺綴じ）で印刷してください。
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月分令和

1 2 0 3 32 3 1 22 0 3 3

加　入　者　名

00150-6-960379 市川市会計管理者 00150-6-960379 市川市会計管理者 00150-6-960379 市川市会計管理者

指　定　番　号 指　定　番　号指　定　番　号
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退職所得分
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（一括徴収分を含む）

億 千 百 十
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月 日 納　　　期　　　限 令和 令和 年 月年 月 日 納　　　期　　　限

所 在 地 所 在 地 所 在 地

〒 〒 〒

口

名 称

住 所 又 は 住 所 又 は 住 所 又 は

氏 名 又 は 氏 名 又 は 氏 名 又 は

名 称 様 名 称

領
収
日
付
印　欄です。

受付店
千葉銀行市川支店
(取りまとめ店) 　→　市川市

→

※印は郵便局において使用する 上記のとおり通知します。

納

領
収
日
付
印

 ※

領
収
日
付
印

取　り　ま　と　め　店
上記のとおり領収しました。

日　　計 〒330-9794

ゆうちょ銀行東京貯金事務センター円

（納入者保管） （金融機関等保管） （市　川　市　保　管）

森 林 環 境 税

納 入 済 通 知 書 公

（特別徴収義務者） （特別徴収義務者） （特別徴収義務者）

領 収 証 書

森 林 環 境 税

公

森 林 環 境 税

納 入 書 公

日納　　　期　　　限 令和 年

合　計　額



※　申告書は，退職所得に係る市・県民税の特別徴収税額（分離課税に係る所得割）を納入する際に必ず記入してください。

　　 わかるものを別途送付してください。

　取扱金融機関は、令和6年4月1日現在のもので

す。そのため、今後の金融機関の合併等に伴い、

名称が変更になることがあります。

　東京・山梨・千葉・埼玉・神奈川・茨城・栃木・群

馬の各都県以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入を

希望される場合は、「郵便局指定通知書」をゆう

ちょ銀行・郵便局に提出してください。

「郵便局指定通知書」は市川市のホームページか

らダウンロードして使用してください。

http://www.city.ichikawa.lg.jp/fin03/1111000005.html

※りそな銀行及び埼玉りそな銀行は、令和7年3月31日

をもって、市税等の窓口収納業務を終了する予定で

す。

市川市長　あて

東 京 ベ イ 信 用 金 庫

朝 日 信 用 金 庫

東 京 東 信 用 金 庫

小 松 川 信 用 金 庫

中 央 労 働 金 庫

市川市農業協同組合

ゆうちょ銀行・郵便局

令和 年 月
納入を取り扱う金融機関

日提出

市 民 税
退職所得にかかる 納入申告書

県 民 税

（受付印）

退職した年の
１月１日の住所

市川市

十億 億 千 百 十 万 千

市民税

納入する際の記入要綱

人員 人

障害該当

百 十 円

①この納入書は、給与から天引きして収めていただく個

人の市・県民税の月割額を、納入するときに使用してい

ただくとともに、退職手当等に係る市・県民税の所得割

額もあわせて納めていただく用紙になっています。

　なお、給与から天引きした月割額は「給与分」の税額

欄に、退職手当等に係る所得割額は「退職所得分」の

税額欄に各々記入してください。

②左の納入申告書は、退職所得に係る市・県民税の特

別徴収税額（分離課税に係る所得割）を納入する際に

必ず記入してください。

③退職手当等の支払いを受ける者が、市・県民税の所

得割のない場合には、納入申告書の記入は必要ありま

せん｡

④障害該当欄は、１００万円の退職所得控除の適用を

受けた場合に、○印をつけてください。

年

※　退職所得に係る市・県民税の納入対象者が複数人いる場合には、納入の内訳（氏名、住所、退職手当等支金額、支払日、勤続年数、市・県民税の内訳等）が

氏 名 又 は

地方税法第５０条の５及び第３２８条の５第２項の規定

により上記のとおり分離課税に係る所得割の納入につ

いて申告します。

法人番号

〒

住 所 又 は

所 在 地

特別徴
収税額

千 葉 銀 行

※ り そ な 銀 行

※ 埼 玉 り そ な 銀 行

千 葉 興 業 銀 行

き ら ぼ し 銀 行

京 葉 銀 行

愛 知 銀 行

名 称

電 話 番 号

令和 年 月分

退職手当等
支払金額

退職者氏名

退職手当等
支払日

勤続年数

県民税

特
別
徴
収
義
務
者


